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１．研究背景 

 公共政策の実施においては、地域住民と行政との合意形成が難航する事例が多くみられる。特に NIMBY（Not 

in my backyard）施設に関しては合意形成の困難さが顕著である。NIMBY 施設とは、「その公益性の高さや社

会的重要性は理解できるが、自分の居住地付近への立地はお断り」という特徴をもつ施設である。そのため、

NIMBY 施設の建設を円滑に進めるための方策を検討することは社会的意義があるといえる。 

 公共政策の実施におけるステークホルダーには、政策を考案・施行する「行政」、政策実施により利益を得

る「受益者」、政策実施によって大きな不利益を被る「受苦者」の、主に三者が挙げられる。行政は受苦者が

受ける不利益に対して金銭的補償を行うが、一般に合意形成は難航することが多い。これは、受苦者の不利益

に対する補償が十分でなく、受苦者の効用が受容可能な水準に達していないためだと考えられる。そのため、

受容を促すためには、受苦者の効用を高める方策を検討する必要がある。 

２．本研究の理論フレームと先行研究 

 合意形成の円滑化を目的とした研究の 1 つに、手続き的公

正研究がある。手続き的公正研究では、行政から受苦者への

関わりにおいて、公正な手続きが住民の満足感を高め、結果

を受け入れやすくするという“手続き的公正効果”が報告さ

れている 1)。すなわち行政の誠実な対応、適切な情報開示、住

民意見の反映といった公正な手続きが、住民の信頼感や納得

度を高め、合意を促すことが示唆されている。近年、この手

続き的公正効果を踏まえ、合意形成場面においてワークショ

ップなどを開催し、手続き的公正を高める手法がとられてい

る。しかし、公正な手続きでも受苦者の効用が受容水準まで達しない場合には、合意に至らないと考えられる。 

 そこで、本研究では受苦者の効用を高める方策として「謝意の表明」に着目する。謝意の表明とは、公共政

策の実施によって不利益を受ける受苦者に対して感謝の気持ちを表すことである。感謝に関する研究では、援

助者が被援助者から謝意を表明されることによって、その後の向社会的行動が強化されるということが指摘

されている 2)。さらに、感謝と向社会的行動の間を Social Worth3)や結果への肯定的反応 4)が媒介することも示

されている。すなわち、感謝の表明により、援助者にポジティブな情動反応が生じ、それが向社会的行動を促

進する。これらは先行行動に対する感謝と事後の向社会的行動の関連を明らかにしたものである。一方、合意

形成場面における謝意表明については、先行行動がなく、感謝と向社会的行動との関係を検討する必要がある。

先行行動のない条件での謝意表明と向社会的行動の関連を検討した研究として矢守・村上 5)が挙げられる。矢

守・ 村上は、感謝メッセージが違反駐輪の抑止という向社会的行動を促進することを示した。しかし矢守・

村上では向社会的行動が適切な場所への駐輪というコストの低い行動であった。NIMBY 施設の建設に合意す

ることは、その後の住民生活に非常に大きな影響を及ぼすものであり、コストの高い行動であると考えられる。

しかしこれまで謝意の表明がコストの高い向社会的行動に及ぼす影響については検討されていない。 

 合意形成場面における事前の謝意表明は、「丁寧な期待の表明」とも言える。すなわち、謝意表明は、受益

者が受苦者に計画への賛同を期待していることを示唆する行為だと言える。油尾・吉田 6)は、好意に対して同
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様のものをお返しすべきであるという「互恵性規範」

の認知によって、好意すなわち感謝が迷惑行為を抑

制することを説明した。ポジティブな情動である感

謝や期待を示された受苦者は、それに応えようとい

う返報意識が生じ、期待に沿った行動すなわち、向社会的行動が促進されると考えられる。 

３．研究の目的 

 以上を踏まえ、本研究では、NIMBY 施設の立地に関する合意形成において、受苦者の NIMBY 施設の受け

入れに対して受益者または行政が謝意を表明することが、受苦者の態度に及ぼす影響を明らかにする。さらに

謝意表明の効果が、事業の NIMBY 性によって異なるかどうかを検討する。 

４．仮説 

 これまで、感謝がポジティブな情動反応を生起させ、向社会的行動を促進するということが示された。感謝

は心理的な報酬として受苦者の効用を上昇させると考えられる。受苦者の効用が上昇し、受容水準を満たすこ

とで、事業に対して賛同的態度をとりやすくなるだろう。そのため、受苦者は謝意を表明されると、謝意が表

明されない場合に比べて賛同的態度をとる傾向にあると予測される（仮説１）。さらに、施設の NIMBY 性が

高いほど、その受容における心理的負担は大きくなると考えられる。そのため、NIMBY 性が高い施設の立地

に関する合意は、NIMBY 性の低い施設の立地に関する合意に比べて謝意表明の効果が小さいと予測される（仮

説２）。 

５．方法 

 本研究では、上記仮説の検討のため、シナリオ実験を用いる。本研究における受苦者とは、NIMBY 施設が

立地する地域住民であり、受益者はその施設の建設によって利益を受ける地域外の市民とする。実験参加者は

受苦者の立場でシナリオを読み、その後質問紙に回答する。実験においては、NIMBY 性と謝意表明の 2 つの

要因を操作する。NIMBY 性を操作することで、仮説２を検討する。NIMBY 性については、建設にあたって住

民が感じる抵抗感や忌避感の強さが異なる施設を設定する。また、既存研究では受苦者と受益者の二者関係の

検討がなされているが、合意形成場面においては受苦者、受益者に加えて行政が大きく関わる。そこで謝意表

明については、謝意表明が行なわれない条件に加え、所管省庁の長から手紙によって謝意を表明される条件と、

説明会などの場で住民団体から謝意を表明される条件を設定する。したがって NIMBY 性（高・低）×謝意表

明（受益者・行政・なし）の 2×3 の要因配置実験として行う。 
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